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平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
で
は
、
12
府
県

の
60
市
町
に
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、
災
害
V
C
）
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
た

7
県
13
市
町
で
は
、
通
常
の
社
協
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
と
し
て
被
災
者
支
援
が
行

わ
れ
た（
表
1
）。
災
害
V
C
等
の
設
置
数
は
、

岩
手
・
宮
城
・
福
島
の
3
県
で
1
0
1
か
所

の
災
害
V
C
が
設
置
さ
れ
た
2
0
1
1
年
の

東
日
本
大
震
災
に
も
匹
敵
す
る
、
広
域
か
つ

同
時
多
発
的
な
大
規
模
災
害
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
被
災
地
で
は
、
単
独
で

災
害
V
C
を
運
営
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る

社
協
が
多
数
発
生
し
た
。
被
災
地
県
社
協
か

ら
は
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
県
社
協
を
通
じ
て
本
会

に
応
援
職
員
の
要
請
が
入
り
、
本
会
は
、
全

国
の
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
県
・
市
社
協
を
通
じ
て
、

被
災
地
へ
の
応
援
職
員
の
派
遣
に
向
け
て
調

整
を
行
っ
た
。

　

結
果
、
こ
れ
ま
で
に
被
災
地
に
派
遣
さ
れ

た
全
国
の
社
協
職
員
は
、
被
災
地
ブ
ロ
ッ
ク

内
の
応
援
も
含
め
、
1
7
3
5
名
、
延
べ

9
1
8
7
人
日
に
の
ぼ
る
。

　

災
害
V
C
は
、
被
災
地
県
外
の
全
国
の
社

協
職
員
に
よ
る
支
援
の
ほ
か
、
各
被
災
地
県

内
の
市
区
町
村
社
協
職
員
も
加
わ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
職
員
が
連
携
・
協
力
し
て
取
り
組
ん

だ
。具
体
的
に
は
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
、被
災
者
か
ら
の
支
援
ニ
ー
ズ
受
付
、

支
援
ニ
ー
ズ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
マ
ッ
チ

表 1　災害ボランティアセンター等により被災者支援が行われた社協

府県
災害ボランティアセンター設置 社協ボランティアセン

ターで支援
か所数 社協名 か所数 社協名

岐阜県 2 関市、下呂市

京都府 7
与謝野町、宮津市、綾部市、福知
山市、亀岡市、舞鶴市、京丹波町

兵庫県 1 丹波市 3
神戸市、宍粟
市、養父市

鳥取県 1 智頭町
島根県 3 江津市、川本町、美郷町

岡山県 9
岡山市（北区、東区）、倉敷市、総
社市、矢掛町、笠岡市、井原市、浅
口市、高梁市、新見市

2
真庭市、玉野
市

広島県 19

広島市（東区、安佐北区、南区、安
芸区）、呉市、三原市、坂町、竹原
市、尾道市、府中市、府中町、大
崎上島町、世羅町、庄原市、三次
市、東広島市、熊野町、安芸高田
市、海田町、江田島市、福山市、神
石高原町

1 大竹市

山口県 3 周南市、光市、岩国市 1 周防大島町

愛媛県 7
宇和島市、西予市、大洲市、今治
市、鬼北町、松野町、上島町 4

松山市、八幡
浜市、砥部町、
愛南町

高知県 3 安芸市、宿毛市、大月町

福岡県 4
久留米市、飯塚市、嘉麻市、福岡
市（西区） 1 北九州市

佐賀県 1 基山町
大分県 1 国東市
合計 60 13

「平成 30年 7月豪雨災害」における
全国の社協職員等による被災地への
支援活動
　平成 30年 6月 28日から 7月 8日にかけて、台風 7号および梅雨前線等の影響による集中豪雨が発生し、西日本を
中心に全国の広範囲で大きな被害が発生した。
　特に被害の大きかった岡山県、広島県、愛媛県では、被災者支援に向けた災害ボランティアセンターの立ち上げや
運営に支援が必要となる社協が発生し、全国のブロックで社協による応援職員派遣を 10月末までの約 3か月半にわ
たって展開した。
　今号では、岡山県、広島県、愛媛県における社協ネットワーク等による被災地支援の経過と取り組み内容を振り返
る。

緊 急 報 告

特　集
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「平成 30年 7月豪雨災害」における全国の社協職員等による被災地への支援活動

ン
グ
、地
域
ニ
ー
ズ
の
調
査
等
が
あ
る
。

　

ま
た
、
社
協
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
セ

ク
タ
ー
（
N
P
O
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
、
自
治
会
・
町
内
会
、
民
生
委
員
・
児
童

委
員
、
企
業
や
大
学
、
生
活
協
同
組
合
な
ど
）

か
ら
の
応
援
者
が
加
わ
り
、
協
働
に
よ
り
運

営
さ
れ
た
。

現
地
訪
問
に
よ
る
被
災
地
の
状
況

確
認
か
ら
ス
タ
ー
ト

　

本
会
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動

振
興
セ
ン
タ
ー
職
員
を
発
災
の
翌
日
と
な
る

7
月
9
日
か
ら
被
災
地
（
岡
山
県
、
広
島
県

等
）
に
派
遣
し
、
被
災
地
の
情
報
収
集
、
被

災
者
支
援
や
災
害
V
C
設
置
に
関
わ
る
連
絡

調
整
を
実
施
し
た
。

　

被
害
の
大
き
か
っ
た
岡
山
・
広
島
・
愛
媛

県
の
う
ち
、
愛
媛
県
は
、
徳
島
・
香
川
・
高

知
各
県
の
社
協
が
、
応
援
職
員
を
派
遣
し
、

ブ
ロ
ッ
ク
内
の
相
互
支
援
で
対
応
す
る
方
針

が
決
ま
り
、
7
月
17
日
よ
り
開
始
さ
れ
た
。

一
方
、
岡
山
県
や
広
島
県
を
含
む
複
数
の
被

災
地
を
か
か
え
る
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
他
の

ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
の
支
援
が
必
要
な
状
況
と

な
っ
た
。

情
報
共
有
会
議
に
よ
り
当
面
の

支
援
体
制
を
協
議
・
確
認

　

全
国
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
支
援
実
施
に
と

も
な
う
調
整
は
、
本
来
は
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事

県
・
市
社
協
会
議
で
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

取
り
急
ぎ
本
会
か
ら
、
被
災
地
の
県
・
指
定

都
市
社
協
（
岡
山
県
・
市
お
よ
び
広
島
県
・

市
）
と
、
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の
幹
事
県
（
兵
庫

県
）
と
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
の
幹
事
県
（
熊
本
県
）

に
招
集
を
か
け
、
7
月
12
日
に
情
報
共
有
会

議
を
開
催
し
た
（
於
・
岡
山
県
社
協
）。

　

同
会
議
は
、
当
面
の
被
災
県
・
市
の
支
援

体
制
に
つ
い
て
協
議
・
確
認
を
行
う
こ
と
が

目
的
で
、
協
議
の
結
果
、
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
が

岡
山
県
（
7
月
20
日
～
8
月
13
日
ま
で
）
を
、

九
州
ブ
ロ
ッ
ク
が
広
島
県
（
7
月
20
日
～
8

月
31
日
ま
で
）
の
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
は
、
岡
山
県
に
は
、
先
行
し
て
自
主
的

な
支
援
活
動
に
入
っ
て
い
た
兵
庫
県
社
協
が

幹
事
県
で
あ
る
近
畿
ブ
ロ
ッ
ク
の
協
力
を
得

る
こ
と
で
支
援
の
継
続
性
が
担
保
さ
れ
る
こ

と
、
広
島
県
へ
の
支
援
は
、
移
動
や
交
通
条

件
等
で
有
利
な
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
の
協
力
を
得

る
こ
と
で
機
動
力
が
高
ま
る
こ
と
が
理
由
に

あ
り
、
ま
ず
は
2
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
協
力
を

得
て
当
面
の
支
援
体
制
を
構
築
し
た
。
ま
た
、

四
国
で
も
7
月
12
日
に
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
が
開

催
さ
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
愛
媛
県
内
の
被

災
地
社
協
へ
の
応
援
派
遣
が
決
定
し
た
。

職
員
派
遣
の
規
模
・
期
間
の
拡
大
・

延
長
へ

　

そ
の
後
、
広
範
な
被
害
状
況
が
次
第
に
明

ら
か
に
な
る
一
方
で
、
災
害
V
C
運
営
支
援

者
の
不
足
が
続
い
た
た
め
、
被
災
地
県
社
協

か
ら
本
会
に
対
し
、
さ
ら
な
る
応
援
職
員
の

派
遣
要
請
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
7
月
19
日
・
20
日
に
開
催
し
た

都
道
府
県
・
指
定
都
市
社
協
常
務
理
事
・
事

務
局
長
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
7
月
27
日
以

降
、
8
月
中
旬
ま
で
の
支
援
と
し
て
、
全
国

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
職
員
派
遣
規
模
の
拡
大
を
要

請
し
、
北
海
道
・
東
北
、
関
東
A
・
B
、
東

海
・
北
陸
、
近
畿
、
九
州
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
の

協
力
を
得
て
、
岡
山
県
と
広
島
県
に
職
員
派

遣
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
8
月
1
日
に
は
、
初
期
か
ら
支

援
に
あ
た
っ
て
い
る
中
国
・
近
畿
・
九
州
ブ

ロ
ッ
ク
に
よ
る
全
国
の
災
害
対
応
ブ
ロ
ッ
ク

幹
事
県
・
市
社
協
に
、
被
災
県
・
指
定
都
市

社
協
を
加
え
た
第
1
回
会
議
を
岡
山
県
社
協

で
開
催
し
、
岡
山
県
お
よ
び
広
島
県
、
愛
媛

県
に
対
す
る
支
援
を
8
月
下
旬
ま
で
継
続
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。

長
期
化
す
る
職
員
派
遣
に
よ
る

支
援
活
動

　

時
間
の
経
過
と
と
も
に
岡
山
県
・
広
島

県
・
愛
媛
県
内
の
一
部
で
は
、
非
常
時
か
ら

通
常
運
営
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
出

て
く
る
な
ど
、
災
害
V
C
の
収
束
に
向
け
た

動
き
も
出
て
き
た
。
愛
媛
県
に
対
す
る
四
国

ブ
ロ
ッ
ク
内
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
は
、
8

月
末
で
終
了
と
な
り
、
外
部
支
援
か
ら
地
元

社
協
中
心
の
被
災
者
支
援
体
制
に
移
行
し
た
。

　

し
か
し
、
岡
山
県
お
よ
び
広
島
県
の
一
部

市
町
社
協
に
お
い
て
は
、
依
然
厳
し
い
状
況

に
あ
り
、
8
月
20
日
、
第
2
回
ブ
ロ
ッ
ク
幹

事
県
・
市
社
協
会
議
を
開
催
し
、
今
後
の
応

援
体
制
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
そ
の
結
果
、

被
災
規
模
が
甚
大
な
岡
山
市
・
倉
敷
市
、
広

島
市
・
呉
市
・
三
原
市
・
坂
町
の
5
市
1
町

に
対
し
、
9
月
1
日
か
ら
30
日
ま
で
、
全
国

の
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
応
援
職
員
派
遣
を
継
続

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

全
国
の
職
員
派
遣
に
よ
る
支
援

活
動
の
終
了

　

被
害
規
模
が
大
き
な
市
町
に
つ
い
て
は
、

10
月
以
降
も
災
害
V
C
を
継
続
し
、
被
災
者

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
想
定
さ
れ

た
。
一
方
、
全
国
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
の
社
協

職
員
派
遣
が
、
10
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け

て
3
か
月
に
達
す
る
こ
と
を
見
す
え
、
ブ

ロ
ッ
ク
に
よ
る
支
援
活
動
の
終
期
を
確
認
す

る
必
要
も
出
て
き
た
。
そ
こ
で
、
9
月
13
日

に
第
3
回
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
県
・
市
社
協
会
議

を
開
催
し
、
10
月
以
降
の
支
援
体
制
を
検
討

し
た
。

　

検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
地
元
社
協
を
中
心

に
、
土
日
体
制
へ
の
移
行
、
サ
テ
ラ
イ
ト
の

集
約
な
ど
、
災
害
V
C
の
体
制
変
更
等
を
検

討
・
実
施
し
な
が
ら
、
順
次
応
援
社
協
職
員

か
ら
地
元
社
協
職
員
に
よ
る
災
害
V
C
運
営

へ
の
移
行
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

協
議
の
結
果
、
原
則
10
月
末
を
も
っ
て
全

国
の
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
の
社
協
職
員
派
遣
は
終

了
と
し
、
11
月
以
降
の
地
元
社
協
を
中
心
と

し
た
災
害
V
C
運
営
の
円
滑
な
移
行
準
備
と

し
て
、
被
災
市
町
社
協
、
県
社
協
、
中
国
ブ

ロ
ッ
ク
社
協
で
進
め
て
い
く
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
の
後
、
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
職
員

派
遣
も
岡
山
県
倉
敷
市
に
対
す
る
10
月
末
ま

で
の
支
援
が
最
後
と
な
り
、
す
べ
て
終
了
と

な
っ
た
。

　

11
月
以
降
、
岡
山
県
と
広
島
県
で
は
、
県

内
の
市
区
町
村
社
協
等
に
よ
る
応
援
を
含
め

た
地
元
社
協
に
よ
る
災
害
V
C
運
営
と
、
地

域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
運
営
を
は
じ
め
と
す

る
被
災
者
の
見
守
り
・
相
談
支
援
の
取
り
組

み
を
実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
特
に
甚
大
な

被
害
が
出
た
真
備
町
が
あ
る
倉
敷
市
災
害

V
C
に
つ
い
て
は
、
本
年
中
に
閉
鎖
と
は
な

ら
ず
来
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
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緊
急
小
口
資
金
（
特
例
貸
付
）の
実

施
に
と
も
な
う
被
災
地
社
協
へ
の

支
援

　

今
般
の
豪
雨
災
害
で
は
、
災
害
に
お
け
る

生
活
福
祉
資
金
の
特
例
措
置
等
が
実
施
さ
れ

た
。
同
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
県
社
協
は
、

被
災
者
に
対
す
る
相
談
支
援
に
向
け
た
特
別

体
制
の
構
築
が
必
要
と
な
り
、
相
談
支
援
に

対
応
で
き
る
社
協
職
員
の
応
援
派
遣
を
行
う

こ
と
と
し
た
。
本
会
で
は
、
生
活
福
祉
資
金

担
当
の
民
生
部
が
、
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
を
通
じ

て
直
接
、
職
員
派
遣
の
依
頼
を
行
う
か
た
ち

で
、
災
害
V
C
の
運
営
支
援
の
派
遣
と
並
行

し
て
調
整
を
行
っ
た
。

　

土
日
を
除
く
7
月
26
日
（
木
）
～
8
月
10

日
（
金
）
ま
で
の
16
日
間
、
岡
山
県
・
広
島

県
・
愛
媛
県
に
全
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
社
協

職
員
は
、
総
勢
1
1
8
人
、
延
べ
4
3
6
人

日
と
な
っ
た
。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
に

関
わ
る
要
望
活
動
と
内
閣
府
の
事

務
連
絡
発
出

　

こ
の
間
の
取
り
組
み
で
は
、
被
災
地
で
災

害
V
C
を
運
営
す
る
社
協
か
ら
の
要
望
を
踏

ま
え
、
7
月
23
日
付
で
、
小
此
木
八
郎
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
（
防
災
）
あ
て
に
、
本
会

斎
藤
十
朗
会
長
名
で
「
豪
雨
災
害
に
か
か
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
に
つ
い
て
（
緊

急
要
望
）」を
提
出
し
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○ 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
必
要
な
経

費

・�

災
害
V
C
設
置
・
運
営
に
か
か
る
経
費

・�

サ
テ
ラ
イ
ト
の
設
置
等
経
費
（
プ
レ
ハ

ブ
等
借
り
上
げ
費
用
）

・�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
移
送
経
費
（
バ
ス
借

り
上
げ
費
用
）

・�

災
害
ゴ
ミ
搬
出
経
費
（
軽
ト
ラ
ッ
ク
等

車
両
借
り
上
げ
費
用
）

・�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
用
資
機
材
の
購
入

経
費
（
シ
ャ
ベ
ル
等
）

・�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
熱
中
症
対
策
に
か
か

る
看
護
師
派
遣
経
費

・�

そ
の
他
必
要
な
経
費

○ 

自
治
体
に
よ
る
災
害
V
C
へ
の
積
極
的

な
支
援

　

要
望
書
提
出
と
と
も
に
厚
労
省
お
よ
び
内

閣
府
防
災
担
当
と
協
議
を
進
め
た
結
果
、
8

月
13
日
付
で
内
閣
府
か
ら
事
務
連
絡
が
発
出

さ
れ
た
。

　

事
務
連
絡
文
書
で
は
、
災
害
救
助
費
の
取

り
扱
い
に
関
し
て
、「
障
害
物
の
除
去
を
実

施
す
る
た
め
に
、
市
区
町
村
が
借
り
上
げ
、

も
し
く
は
購
入
し
た
シ
ャ
ベ
ル
等
の
器
具
、

軽
ト
ラ
ッ
ク
等
の
障
害
物
を
搬
送
す
る
た
め

の
車
両
に
つ
い
て
、
市
区
町
村
の
社
会
福
祉

協
議
会
を
通
じ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
貸
し

出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
差
し
支
え
な
い
も
の

と
す
る
」
と
さ
れ
た
。

　

本
会
で
は
、
8
月
16
日
付
で
被
災
県
社
協

事
務
局
長
あ
て
に
本
事
務
連
絡
通
知
発
出
を

連
絡
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
経
費
を
災

害
救
助
費
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

行
政
と
の
調
整
を
進
め
る
よ
う
案
内
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
内
閣
府
の
事
務
連
絡
文
書
で
災

害
救
助
費
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
ボ
ラ
ン

表 2　全国ブロックの職員派遣による被災地支援の経過

月日 実施内容

7月 12日

7月 13日

7月 16日

7月 17日

7月 20日

7月19・20日

7月 27日

8月 1日

8月 20日

8月 31日

9月 13日

10月 18日

10月 28日

10月 31日

■被災地へのブロック派遣にかかる情報共有会議を開催（於：岡山県社協）

・中国ブロックによる岡山県・広島県内社協支援を開始

・九州ブロックによる広島県内社協支援を開始

・四国ブロックによる愛媛県内社協支援を開始

・近畿ブロックによる岡山県内社協支援を開始

■ 都道府県・指定都市社協常務事務局長セミナーにて全国ブロックによる 
応援派遣決定

・ 全国ブロックによる広島県内社協支援を開始

■第 1回ブロック幹事県・市社協会議を開催（於：岡山県社協）

■第 2回ブロック幹事県・市社協会議を開催（於：岡山県社協）

・四国ブロックによる愛媛県内社協支援を終了

■第 3回ブロック幹事県・市社協会議を開催（於：岡山県社協）

・全国ブロックによる広島県内社協支援を終了

・全国ブロックによる岡山県内社協支援を終了

・中国ブロックによる岡山県・広島県内社協支援を終了 被災地で行われた支援活動（広島県呉市）

被災地へのブロック派遣にかかる情報共
有会議のようす
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テ
ィ
ア
支
援
の
た
め
の
経
費
に
関
し
て
も
、

当
該
自
治
体
が
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
基

本
と
考
え
ら
れ
、
公
費
負
担
を
求
め
て
い
く

よ
う
依
頼
し
た
。

　

な
お
、
11
月
1
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会

に
お
い
て
、
橋
本
岳
衆
議
院
議
員
よ
り
内
閣

府
防
災
担
当
大
臣
と
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、

災
害
V
C
を
国
の
施
策
に
位
置
づ
け
て
き
ち

ん
と
支
援
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
質
疑
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
内
閣
府
防
災
大
臣

か
ら
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
と
の
連
携
を
図
っ
て
、
災
害
時
に
お
い

て
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
、
そ
の
活
動
環
境
の
整
備
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

福
祉
救
援
活
動
資
金
の
支
給

　

地
域
福
祉
推
進
委
員
会
福
祉
救
援
活
動
資

金
援
助
制
度
は
、
平
成
9
年
度
に
設
置
さ
れ
、

運
営
要
綱
に
基
づ
き
災
害
時
の
支
援
に
対
し

て
資
金
援
助
を
行
っ
て
き
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
災
害
の
発
生
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
地
域
に
お
い
て
、
都
道
府
県
・
指

定
都
市
社
協
が
市
区
町
村
社
協
と
連
携
し
取

り
組
む
救
援
活
動
お
よ
び
ブ
ロ
ッ
ク
内
社
協

の
合
同
本
部
の
設
置
等
に
対
し
て
、
緊
急
か

つ
即
応
的
に
要
す
る
初
動
体
制
の
費
用
の
一

部
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

今
般
の
災
害
に
お
い
て
も
、
1
府
8
県
2

市
社
協
に
7
0
0
万
円
を
支
給
し
、
被
災
地

の
救
援
活
動
に
活
用
い
た
だ
い
て
い
る
（
表

3
）。

　

近
年
、
災
害
が
頻
発
し
、
さ
ら
に
そ
の
規

模
も
広
域
で
大
き
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。

災
害
時
に
社
協
が
行
う
支
援
活
動
の
重
要
性

に
鑑
み
、
本
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
図
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
平
成
30

年
度
の
支
給
額
（
見
込
）
を
差
し
引
い
た
現

在
の
資
金
残
額
は
、
今
後
さ
ら
に
発
生
が
見

込
ま
れ
る
災
害
へ
の
備
え
に
十
分
で
は
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
制
度
の
運
営
要
綱
で
は
、
本
活
動
資
金

は
地
域
福
祉
推
進
委
員
会
が
「
都
道
府
県
・

指
定
都
市
社
協
な
ら
び
に
市
区
町
村
社
協
に

対
し
て
目
標

を
定
め
一
斉

に
行
い
、
平

常
時
よ
り
備

え
て
お
く
こ

と
（
運
営
要

綱
第
5
条
）」

と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か

ら
、
10
月
3

日
に
開
催
し

た
地
域
福
祉

推
進
委
員
会

常
任
委
員
会
で
全
国
の
社
協
に
あ
て
て
拠
金

を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
、
11
月
よ
り
拠
金
の
呼
び
か

け
を
行
っ
て
い
る
（
内
容
に
つ
い
て
は
、
11

頁
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
欄
を
参
照
）。

災
害
V
C
の
運
営
等
の
支
援
活
動

に
よ
っ
て
み
え
た
課
題

　

当
初
、
災
害
V
C
の
設
置
・
運
営
は
社
協

が
任
意
で
行
っ
て
き
た
。
こ
の
間
、
全
国
で

多
く
の
大
規
模
災
害
が
発
生
し
、
つ
ど
社
協

が
災
害
V
C
を
開
設
し
、
支
援
を
行
っ
て
き

た
。
多
く
の
実
績
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
災

害
V
C
は
社
協
が
設
置
す
る
と
い
う
認
識
が

一
般
化
し
て
き
た
。
災
害
対
策
基
本
法
や
防

災
基
本
計
画
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
災
害
V
C
の
設
置
・

運
営
に
つ
い
て
、
各
市
区
町
村
の
地
域
防
災

計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
多
く

な
っ
て
い
る
。

　

被
災
地
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
イ

メ
ー
ジ
も
定
着
し
、
市
民
の
意
識
も
高
ま
る

に
つ
れ
、
参
加
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
多
く

な
っ
た
。
平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
で
も
社

協
が
設
置
し
た
災
害
V
C
を
介
し
て
、
す
で

に
24
万
人
を
超
え
る
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
被
災
地
で
活
動
し
た（
10
月
末
時
点
）。
い

ま
や
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
な
く
し
て

被
災
者
支
援
は
成
り
立
た
な
い
状
況
と
も
い

え
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
大
量
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
大
規
模
災

害
V
C
の
設
置
等
、
こ
れ
ま
で
の
災
害
V
C

と
は
違
う
運
営
上
の
苦
労
や
課
題
が
生
じ
て

い
る
現
状
も
あ
る
。

　

今
般
の
取
り
組
み
で
み
え
て
き
た
、
今
後

検
討
を
要
す
る
課
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

○ 

7
月
豪
雨
災
害
に
か
か
る
ブ
ロ
ッ
ク
派
遣

社
協
職
員
等
の
旅
費
の
確
保

○ 

地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の
運
営
支
援

（
東
日
本
大
震
災
、
熊
本
地
震
等
被
災
社

協
と
と
も
に
）

○ 

今
後
発
生
す
る
災
害
に
お
け
る
災
害
V
C

の
基
盤
整
備
に
必
要
な
費
用
の
確
保

○ 

ブ
ロ
ッ
ク
派
遣
の
あ
り
方
の
検
討

○ 

市
区
町
村
社
協
に
お
け
る
災
害
V
C
設

置
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
B
C
P
（
事
業

継
続
計
画
）
の
策
定
・
見
直
し
の
推
進

　

例
え
ば
「
ブ
ロ
ッ
ク
派
遣
の
あ
り
方
の
検

討
」
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
社
協
職
員
の
応

援
派
遣
（
全
国
ブ
ロ
ッ
ク
派
遣
）
は
、「
社
協

に
お
け
る
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
活

動
支
援
の
基
本
的
考
え
方
―
全
国
的
な
社
協

職
員
派
遣
の
進
め
方
―
」（
平
成
25
年
3
月
25

日
）
に
示
さ
れ
た
基
本
的
考
え
方
、
手
順
等

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
も

踏
ま
え
な
が
ら
、
ブ
ロ
ッ
ク
幹
事
県
・
市
社

協
に
よ
る
検
証
の
場
を
設
置
し
た
り
、
都
道

府
県
・
指
定
都
市
社
協
か
ら
の
意
見
聴
取
や

協
議
を
行
っ
た
り
す
る
（
平
成
31
年
1
月
に

災
害
V
C
担
当
者
会
議
を
開
催
予
定
）
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
災
害
V
C
の
運
営
支
援
を
担
え
る

中
核
的
職
員
の
必
要
性
の
検
討
と
具
体
的
な

人
材
を
養
成
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
し
、

被
災
社
協
に
対
す
る
社
協
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
る
支
援
の
あ
り
方
も
改
め
て
検
討
が
必
要

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

表 3　 平成30年度の福祉救援活動資金の支給
状況（11月現在）

大規模災害 支給先社協 支給額
（万円）

島根県西部地震 島根県 30

大阪北部地震 大阪府 90

平成 30年 7月豪雨
災害

岐阜県 40

総額
700

京都府 70

島根県 40

岡山県 100

岡山市 40

広島県 160

広島市 50

山口県 30

愛媛県 80

高知県 50

福岡県 40

北海道胆振東部地震 北海道 50

支給総額 870
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改
正
内
容
で
特
に
社
協
に
と
っ
て
影
響
が

大
き
い
の
が
表
1
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

前
回
、「
労
働
時
間
管
理
は
、
労
働
時
間
に

な
る
か
ど
う
か
正
し
く
判
断
し
、
そ
の
労
働

時
間
を
適
正
に
把
握
し
、
把
握
し
た
労
働
時

間
に
対
し
て
適
正
に
賃
金
を
支
払
う
と
い
う

一
連
の
流
れ
が
完
結
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
上
記
❶
～
❺
は
こ

れ
に
関
連
し
た
改
正
と
な
り
、
セ
ッ
ト
で
考

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
改
正
内
容
詳
細
は

図
1
の
厚
生
労
働
省
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
、
❺
労
働
時
間
の
客
観
的
な
把
握
義

務
に
つ
い
て
、
考
え
方
が
大
き
く
変
わ
り
ま

す
。
今
ま
で
は
「
割
増
賃
金
を
適
正
に
支
払

う
た
め
」に
客
観
的
な
方
法
で
の
把
握
を「
通

達
」で
定
め
て
い
ま
し
た
。
改
正
法
で
は「
健

康
管
理
の
観
点
か
ら
」
客
観
的
な
方
法
等
で

の
把
握
を
「
法
律
」
で
義
務
づ
け
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
労
働
基
準
法
等
で
は

な
く「
労
働
安
全
衛
生
法
」に
定
め
ら
れ
、
割

増
賃
金
の
支
払
義
務
の
な
い
管
理
監
督
者
や

裁
量
労
働
者
も
把
握
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

社
協
の
事
務
局
長
、
次
長
等
の
管
理
監
督
者

も
今
後
は
他
の
職
員
と
同
様
の
勤
務
時
間
管

理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
な
お
具
体
的
な
把
握

方
法
は
、
前
回
説
明
し
た
「
労
働
時
間
の
適

正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措

置
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
通
り
と
考
え

る
べ
き
で
す
。
つ
ま
り
対
象
範
囲
は
広
が
り
、

把
握
方
法
の
考
え
方
は
踏
襲
さ
れ
ま
す
。

　

❶
残
業
時
間
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
は
、

月
45
時
間
か
つ
年
3
6
0
時
間
が
限
度
で
、

臨
時
的
な
特
別
の
事
情
が
あ
っ
て
特
別
条
項

付
き
36
協
定
を
締
結
す
る
場
合
で
も
、
年

7
2
0
時
間
以
内
か
つ
2
～
6
か
月
平
均
そ

れ
ぞ
れ
が
80
時
間
以
内（
休
日
労
働
を
含
む
）

か
つ
月
1
0
0
時
間
未
満
（
休
日
労
働
を
含

む
）
が
限
度
で
す
。
今
ま
で
は
比
較
的
緩
や

か
に
対
応
し
て
き
た
監
督
行
政
も
、
今
後
は

厳
格
に
な
っ
て
き
ま
す
。
急
な
欠
勤
者
へ
の

対
応
や
突
発
的
な
事
故
等
で
あ
っ
て
も
限
度

時
間
は
超
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
社
協
内
で

認
識
を
新
た
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
員
配

置
の
見
直
し
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ま

た
、
実
際
に
シ
フ
ト
を
動
か
し
て
い
る
現
場
、

特
に
シ
フ
ト
管
理
者
に
は
、
限
度
時
間
遵
守

を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

❷
勤
務
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
は
、

今
回
は
「
努
力
義
務
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が

い
ず
れ
義
務
化
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
在
宅

部
門
で
入
所
系
の
施
設
を
持
つ
社
協
や
、
地

域
福
祉
部
門
だ
け
で
も
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
等

で
夜
遅
く
ま
で
の
勤
務
が
あ
る
社
協
で
は
、

ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
翌
日
予
定
し
て
い
た
シ

フ
ト
で
の
勤
務
が
困
難
に
な
る
場
合
が
想
定

さ
れ
ま
す
。

　

❸
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
義
務
に
つ
い
て

も
、
残
業
の
限
度
時
間
と
同
様
、
常
勤
だ
け

で
な
く
非
常
勤
も
含
め
て
年
休
10
日
以
上
の

付
与
対
象
者
に
対
し
、
付
与
日
か
ら
1
年
間

で
5
日
の
付
与
と
管
理
簿
の
調
製
を
必
ず
実

施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
本
人

が
自
主
的
に
取
得
し
て
い
る
日
数
は
控
除
で

き
ま
す
。
過
去
の
取
得
記
録
を
調
べ
、
年
間

5
日
取
得
し
て
い
な
い
職
員
は
、
重
点
的
に

今
回
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

労
働
時
間
と
健
康
の
管
理

表 1　社協に影響を及ぼす「働き方改革」関連法改正の主な項目
❶ 残業時間の上限規制（2019.4.1～）　※中小企業は 2020.4.1～
❷勤務インターバル制度の導入促進（2019.4.1～）
❸年次有給休暇の付与義務（2019.4.1～）
❹中小企業割増賃金の引き上げ（2023.4.1～）
❺労働時間の客観的な把握義務（2019.4.1～）
❻産業医・産業保健機能の強化（2019.4.1～）
❼ 不合理な待遇差の解消（2020.4.1～）　※中小企業は2021.4.1～
❽ 労働者に対する説明義務の強化（2020.4.1～）　※中小企業は

2021.4.1～
※ 中小企業：社協はサービス業に分類されますが、資本金等の
概念がないため「法人全体の常時使用する労働者数が 100人
以下」の場合に中小企業となります。

人
事
・

　
　
　
労
務
管
理

社
協
の
質
を
向
上
さ
せ
る

第17回
最終回

• 連 載 •

綱
川
労
務
管
理
セ
ン
タ
ー
／H

RM
‒LIN

KS C
o.,Ltd.

人
事
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
社
会
保
険
労
務
士
　
　
　
　

綱
川
　
晃
弘

　「
働
き
方
改
革
」
関
連
の
法
改
正
は
、
社
協
・
福
祉
業
界
の
み
な
ら
ず
、
広
く
わ
が
国
全
体

に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
す
。
対
応
へ
の
時
間
は
余
り
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
情
報
収

集
・
対
策
立
案
・
新
制
度
導
入
へ
早
め
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。
最
終
回
と
な
る
本
稿
で

は
、
今
回
の
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
と
、
社
協
に
お
け
る
重
点
課
題
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

図 1　 「働き方改革　一億総活躍社会の実現に
向けて」

出典：厚生労働省ホームページ（pdf ダウンロード可能）
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注
意
し
て
付
与
後
は
早
め
に
取
得
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。
ほ
か
の
職
員
に
つ
い
て
も
、
取
得

日
数
等
を
把
握
し
て
適
正
に
取
得
さ
せ
て
く

だ
さ
い
。
前
倒
し
で
付
与
し
て
い
る
社
協
も

多
い
の
で
、
そ
の
場
合
の
取
り
扱
い
は
図
2

の
厚
生
労
働
省
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

　

❹
中
小
企
業
割
増
賃
金
の
引
き
上
げ
に
関

し
て
は
、
時
間
外
労
働
の
限
度
は
原
則
45
時

間
な
の
で
、
60
時
間
を
超
え
る
残
業
代
が
出

る
の
は
特
別
条
項
付
き
36
協
定
を
締
結
し
て

い
る
場
合
で
、
予
決
算
期
の
事
務
系
職
員
等

が
想
定
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で
も
残
業
代
は

払
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
60
時
間
超
の
部

分
に
つ
い
て
、
0
・
25
×
時
間
単
価
×
60
時

間
超
の
時
間
数
を
追
加
で
支
払
う
だ
け
で
す

の
で
、
大
き
な
影
響
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

❶
か
ら
❺
の
概
要
は
以
上
で
す
が
、
問
わ

れ
て
い
る
の
は
、
法
令
を
遵
守
す
る
た
め
の

労
働
時
間
管
理
の
方
法
自
体
で
す
。
現
在
、

年
次
有
給
休
暇
は
年
単
位
、
時
間
外
労
働
の

把
握
は
月
単
位
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
管
理

ス
パ
ン
の
ま
ま
で
は
「
年
休
が
3
月
に
不
足

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
も
う
3
月

シ
フ
ト
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
取
得
さ
せ
ら

れ
な
い
」「
時
間
外
が
多
そ
う
だ
と
感
じ
て
い

た
が
、
給
与
計
算
の
時
に
45
時
間
超
え
が
判

明
し
た
」
な
ど
、
違
法
に
な
り
や
す
い
環
境

と
い
え
ま
す
。
新
た
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
把

握
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
、
出
勤
簿
・
残

業
命
令
書
等
は
そ
の
ま
ま
で
も
、
累
計
の
月

間
残
業
時
間
数
や
有
休
消
化
日
数
を
把
握
で

き
る
仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
で
す
。

　

❻
産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
で
す

が
、
❺
の
方
法
で
把
握
し
た
労
働
時
間
を
も

と
に
、
産
業
医
に
対
し
て
週
40
時
間
を
超
え

て
行
っ
た
残
業
等
が
80
時
間
を
超
え
る
者
の

情
報
提
供
が
必
要
と
な
り
、
長
時
間
労
働
者

へ
の
面
接
指
導
を
確
実
に
履
行
さ
せ
る
た
め

の
仕
組
み
が
強
化
さ
れ
ま
す
。
前
回
も
触
れ

ま
し
た
が
、
労
働
者
の
生
命
を
守
る
と
い
う

観
点
か
ら
監
督
行
政
の
チ
ェ
ッ
ク
も
厳
し
く
、

人
手
不
足
の
な
か
職
員
の
健
康
管
理
も
重
要

で
す
の
で
、
社
協
の
健
康
管
理
体
制
は
強
化

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

❼
と
❽
は
い
わ
ゆ
る
同
一
労
働
・
同
一
賃

金
に
関
す
る
も
の
で
す
。
施
行
時
期
は
少
し

先
で
す
が
、
給
与
等
に
関
連
す
る
こ
と
も
多

い
た
め
、
制
度
見
直
し
に
1
年
か
か
る
と
考

え
る
と
、
今
か
ら
対
策
を
立
て
な
い
と
間
に

合
わ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

改
正
内
容
と
し
て
は
、
パ
ー
ト
労
働
法
が

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法

（
以
下
、
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
）
と
な

り
、
フ
ル
タ
イ
マ
ー
も
含
め
た
有
期
雇
用
者

全
般
を
対
象
と
す
る
法
律
と
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
有
期
と
無
期
と
の
不
合
理
な
労
働
条
件

の
禁
止
（
均
衡
待
遇
）
を
定
め
た
労
働
契
約

法
20
条
が
廃
止
さ
れ
、
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
法
の
な
か
で
不
合
理
な
労
働
条
件
等
の

禁
止（
均
衡
待
遇
）と
差
別
的
取
扱
禁
止（
均

等
待
遇
）
と
し
て
規
定
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

職
務
内
容
等
が
同
一
の
場
合
は
平
等
に
取
り

扱
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
職
務
内
容
が
同
一

で
な
い
と
し
て
も
バ
ラ
ン
ス
を
取
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
そ

の
バ
ラ
ン
ス
も
客
観
的
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
平
成

28
年
12
月
に
示
さ
れ
た
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
が
、
今
後
確
定
さ
れ

て
解
釈
が
明
確
に
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

さ
ら
に
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
説

明
義
務
に
よ
っ
て
確
実
な
履
行
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
と
さ
れ
、
し
っ
か
り
と
外
堀
が
埋
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
の
説
明
義
務
は
「
雇
い
入
れ
時
」
に
待
遇

内
容
と
待
遇
決
定
に
際
し
て
の
考
慮
事
項
、

雇
い
入
れ
後
も
「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働

者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
時
」
は
、
主
に
正
規

職
員
と
の
待
遇
差
の
内
容
お
よ
び
理
由
に
つ

い
て
説
明
義
務
が
あ
り
ま
す
。
前
記
❼
に
つ

い
て
の
整
理
を
し
て
お
か
な
い
と
、
❽
の
場

面
で
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

社
協
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
区
分
で
職
員
、
職

務
が
存
在
し
ま
す
。
有
期
契
約
職
員
、
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
等
短
時
間
勤
務
者
、
定
年
後
再

雇
用
者
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
内
容
、
今
後
の
要

員
配
置
等
の
方
針
が
必
要
で
、
そ
の
う
え
で

同
一
職
務
と
す
る
な
ら
均
等
処
遇
の
費
用
等

を
ど
う
す
る
か
、
職
務
の
相
違
等
を
明
確
に

し
て
い
く
な
ら
、
確
定
版
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

定
め
ら
れ
た
内
容
を
ど
う
実
現
す
る
か
、
を

改
正
ま
で
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
に
均
衡
待
遇
に
関
し
て
は
、
個
々
の
手
当

等
待
遇
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
、
支
給
基
準
が
不
明
確
な
手
当
の
統
廃
合
、

家
族
・
住
宅
手
当
の
見
直
し
、
非
常
勤
へ
の

賞
与
額
の
見
直
し
等
の
待
遇
全
般
へ
の
目
配

り
と
と
も
に
、
規
程
や
説
明
資
料
を
作
成
し
、

均
等
・
均
衡
待
遇
の
説
明
責
任
を
果
た
す
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

ま
ず
は
❶
～
❻
の
労
基
法
関
連
の
整
備
は

速
や
か
な
対
応
が
必
要
で
す
。
❼
❽
は
行
政

と
の
調
整
が
必
要
な
社
協
も
多
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
早
め
の
検
討
着
手
が
肝
要
で
す
。

　

連
載
開
始
か
ら
約
1
年
半
、
今
回
が
最
終

回
と
な
り
ま
す
。
連
載
期
間
中
も
外
部
環
境

は
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。
本
連
載
が
こ

う
し
た
変
化
を
う
ま
く
乗
り
切
り
、
今
後
も

人
材
を
大
切
に
活
か
し
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
な
が
ら
事
業
を
続
け
、
地

域
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
し
っ
か
り
と

担
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
一
助
に
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

同
一
労
働
・
同
一
賃
金

さ
い
ご
に

図 2　「年次有給休暇の時季指定義務」
出典：厚生労働省ホームページ（pdf ダウンロード可能）
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市
民
後
見
人
の
養
成
に
取
り
組
ん

だ
経
緯

　

苫
小
牧
市
で
は
、
平
成
22
年
頃
か
ら
市

内
で
後
見
人
を
担
う
弁
護
士
、
司
法
書
士
、

社
会
福
祉
士
な
ど
の
専
門
職
と
福
祉
施

設
・
事
業
所
の
相
談
員
等
が
集
ま
り
、
成

年
後
見
制
度
に
関
す
る
自
主
的
な
勉
強
会

を
開
催
し
て
い
た
。
勉
強
会
で
は
、
福
祉

施
設
・
事
業
所
を
対
象
に
実
施
し
た
成
年

後
見
制
度
の
ニ
ー
ズ
調
査
の
結
果
分
析
や
、

制
度
の
利
用
促
進
に
向
け
た
課
題
検
証
な

ど
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み

に
よ
り
、
市
内
の
後
見
へ
の
利
用
ニ
ー
ズ

の
高
ま
り
が
明
ら
か
に
な
る
な
か
、
参
加

メ
ン
バ
ー
の
間
で
は
こ
の
ま
ま
専
門
職
後

見
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
う
危

機
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た

め
、
今
後
は
市
民
後
見
や
法
人
後
見
な
ど
、

担
い
手
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
考

え
、
成
年
後
見
利
用
促
進
に
向
け
た
「
提

言
」
を
と
り
ま
と
め
、
公
表
し
た
。

　

提
言
を
受
け
、
市
は
平
成
24
年
に
「
市

民
後
見
推
進
検
討
準
備
懇
談
会
」
を
設
置
。

勉
強
会
の
メ
ン
バ
ー
や
関
係
団
体
・
行
政

が
参
加
し
、
課
題
の
検
証
や
、
先
行
し
て

取
り
組
み
を
進
め
る
自
治
体
へ
の
視
察
な

ど
を
行
っ
た
。
そ
の
後
「
市
民
後
見
制
度

検
討
委
員
会
」（
以
下
、
検
討
委
員
会
）
を

立
ち
上
げ
、
学
識
者
や
家
庭
裁
判
所
も
加

わ
り
、
市
民
後
見
人
養
成
に
向
け
た
議
論

を
本
格
化
さ
せ
た
。

　

苫
小
牧
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
以
下
、

市
社
協
）
は
平
成
26
年
か
ら
法
人
後
見
を

開
始
し
て
い
た
が
、
市
内
で
は
ほ
か
に
法

人
後
見
に
取
り
組
む
団
体
が
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
平
成
28
年
か
ら
市
社
協
が
市

民
後
見
人
養
成
研
修
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
。
研
修
講
師
は
市
内
の
専
門
職
が
務
め
、

8
日
間
（
50
時
間
）
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
。
市
外
在
住
者
も
含
め
、
こ
れ
ま
で
に

1
3
3
人
が
修
了
し
て
い
る
。

成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置

　

市
民
か
ら
の
相
談
対
応
の
拡
充
や
市
民

後
見
人
へ
の
支
援
を
進
め
る
た
め
、
平
成

28
年
5
月
に
は
、
市
の
委
託
を
受
け
て
、

市
社
協
に
「
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
」

（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
）
が
設
置
さ
れ
た
。
職

員
体
制
は
セ
ン
タ
ー
長
1
名
・
相
談
員
2

名
。
ま
た
、
検
討
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
な

ど
が
参
画
す
る
運
営
委
員
会
が
置
か
れ
て

い
る（
年
2
回
開
催
）。
主
な
業
務
と
し
て

成
年
後
見
制
度
に
か
か
る
広
報
・
啓
発
、

相
談
受
付
、
市
民
後
見
人
の
養
成
・
支
援
、

後
見
の
受
任
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
市
か

ら
の
受
託
金
が
主
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
セ
ン
タ
ー
は
中
立
機
関
と
し
て
設

置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
協
が
受
任
し
た

法
人
後
見
や
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
は

別
の
部
署
が
担
当
し
、
相
談
員
や
研
修
修

了
生
が
就
任
し
て
い
る
後
見
支
援
員
（
22

名
）
が
支
え
て
い
る
。
ま
た
、
毎
月
開
催

し
て
い
る
受
任
調
整
会
議
に
は
、
客
観
性

を
担
保
す
る
た
め
に
社
協
は
事
務
局
運
営

だ
け
を
担
い
、
決
定
を
行
う
メ
ン
バ
ー
と

し
て
は
参
加
し
て
い
な
い
。

　

セ
ン
タ
ー
の
相
談
件
数
は
、
平
成
28
年

度
に
90
件
で
あ
っ
た
が
、
平
成
30
年
度
は
、

11
月
現
在
で
す
で
に
1
0
0
件
近
く
に
達

し
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
長
の
古
川
義
則
氏

は
、
市
内
の
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
社
会
福
祉
士

だ
っ
た
当
時
か
ら
勉
強
会
に
参
加
す
る
な

ど
、
市
の
成
年
後
見
制
度
の
取
り
組
み
を

支
え
て
き
た
。
古
川
氏
は
、
相
談
員
は
相

談
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
出
向
い
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
強
調
す
る
。「
相市内の専門職を交えて毎月開催している受任調整会議

社協活動
最前線
苫小牧市
社会福祉協議会

地域で支える
成年後見・権利擁護の
体制づくり

支笏湖に映る樽前山（たるまえさん：左）
と風不死（ふっぷし）岳。恵庭岳ととも
に支笏三山に数えられている

苫小牧市社協は行政や専門職、関係
機関と連携しながら市民後見人の育
成・支援など成年後見制度にかかる
取り組みを推進している。平成28
年には成年後見支援センターを設置
して取り組みの充実を図り、同30
年には市内初となる市民後見人がセ
ンターの後見支援員から誕生した。
被後見人の状況に応じて、後見人を
市社協の法人後見、専門職後見、市
民後見に切り替える「リレー方式」
により、増加する後見ニーズへの対
応を進めようとしている。

社協データ
【地域の状況】（平成30年5月現在）
人　　口　　171,740人
世 帯 数　　88,418世帯
高齢化率　　27.95％

【社協の概要】（平成30年5月現在）
理　　事　　  7人
評 議 員　　  9人
監　　事　　  2人
職 員 数　　46人（正規職員18人、臨時 
職員28人）

【主な事業】
⃝安心生活サポート事業
⃝日常生活自立支援事業
⃝市民後見人養成講座
⃝ふれあいサロン
⃝居宅介護支援事業
⃝ホームヘルプサービス事業（高齢・障害）
⃝移動支援事業（障害）
⃝給食サービス
⃝ボランティアセンター事業
⃝苫小牧市民活動センター
⃝福祉人材バンク
⃝男女平等参画推進センター
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談
支
援
を
行
う
た
め
に
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
、
何
の
支
援
を
す
る
の
か
。
利
用
者

へ
の
接
し
方
や
話
し
方
な
ど
は
経
験
を
積

ま
な
い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

相
談
員
が
利
用
者
の
と
こ
ろ
に
出
向
く
時

に
私
も
同
行
し
て
、
一
緒
に
面
談
を
行
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
」

　

相
談
機
能
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
に
は

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
も
求
め
ら
れ
る
。

受
任
調
整
を
行
う
う
え
で
は
、
早
め
に
介

入
・
支
援
し
、
財
産
管
理
と
い
う
視
点
で

は
な
く
、
そ
の
方
の
将
来
も
見
す
え
た

「
生
活
像
」を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
。
古
川
氏
は
、
地
域
福
祉
を
推

進
し
て
き
た
市
社
協
が
運
営
す
る
セ
ン

タ
ー
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
点
に

注
目
し
た
支
援
を
考
え
て
い
き
た
い
と
指

摘
す
る
。「
広
報
や
啓
発
は
一
定
程
度
で

き
ま
す
が
、
難
し
い
の
は
申
し
立
て
支
援

ま
で
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
の
か
で
す
。
特

に
、
判
断
能
力
が
な
い
と
さ
れ
る
後
見
よ

り
も
、
保
佐
・
補
助
の
対
象
の
方
の
対
応

が
難
し
い
で
す
。
経
済
的
に
困
窮
し
て
い

た
り
、
家
族
・
親
族
関
係
に
不
和
の
あ
る

方
な
ど
も
い
ま
す
が
、
ご
本
人
の
こ
れ
ま

で
の
生
活
や
意
向
を
丁
寧
に
確
認
し
な
が

ら
、
保
佐
・
補
助
類
型
で
の
利
用
に
つ
な

げ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
」

市
民
後
見
を
進
め
る
た
め
の
支
援

体
制

　

苫
小
牧
市
で
は
、
平
成
30
年
1
月
に
市

内
で
最
初
の
市
民
後
見
人
が
3
人
誕
生
し

た
。
い
ず
れ
も
法
人
後
見
を
担
当
し
て
い

た
セ
ン
タ
ー
の
後
見
支
援
員
が
、
市
民
後

見
人
に
立
場
を
変
え
て
被
後
見
人
を
支
え

て
い
る
。
現
在
、
市
民
後
見
人
の
名
簿
登

録
者
は
41
人
、
う
ち
6
人
が
後
見
支
援
員

か
ら
市
民
後
見
人
と
な
り
、
活
動
を
し
て

い
る
。

　

後
見
業
務
は
、
財
産
の
移
動
が
生
じ
る

場
合
や
債
務
整
理
な
ど
、
法
的
な
問
題
が

解
決
し
た
後
は
、
ほ
と
ん
ど
が
身
上
配
慮

の
支
援
と
な
る
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、
成
年

後
見
制
度
の
利
用
を
進
め
て
い
く
た
め
に

は
、
法
律
の
専
門
家
が
担
う
ケ
ー
ス
と
市

民
後
見
に
委
ね
る
ケ
ー
ス
と
に
切
り
分
け

る
こ
と
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
が
複

数
後
見
で
担
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
実
際
に
、
被
後
見
人
の
状
況

に
応
じ
て
、
法
人
後
見
か
ら
市
民
後
見
に

切
り
替
え
て
い
く
「
リ
レ
ー
方
式
」
に
よ

る
支
援
を
、
家
庭
裁
判
所
と
も
相
談
を
し

な
が
ら
始
め
て
い
る
。

　

市
民
後
見
で
は
、
生
活
者
と
し
て
の
感

覚
を
生
か
し
た
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
古
川
氏
は
指
摘
す
る
。「
後
見
支
援

員
の
方
が
入
院
し
て
い
る
被
後
見
人
を
訪

問
し
た
時
に
、
被
後
見
人
の
方
の
席
だ
け

お
や
つ
の
プ
リ
ン
が
な
い
こ
と
に
気
が
つ

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
病
棟
で

は
後
見
人
か
ら
お
や
つ
代
の
支
出
に
つ
い

て
確
認
が
と
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
提
供

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
の
話
を
聞
い
た
専
門
職
後
見
人
か
ら
は
、

市
民
後
見
人
だ
か
ら
こ
そ
気
が
つ
い
た
こ

と
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
」。
音
楽
が
好
き

だ
っ
た
被
後
見
人
の
方
の
た
め
に
C
D
を

借
り
て
き
て
聞
か
せ
て
あ
げ
る
人
も
い
る

な
ど
、
活
動
の
様
子
が
伺
え
る
。

　

市
民
後
見
の
受
任
に
向
け
て
、
セ
ン

タ
ー
で
は
、
受
任
調
整
会
議
の
結
果
を
受

け
て
裁
判
所
へ
の
意
見
書
を
同
会
議
の
委

員
長
名
で
作
成
・
提
出
し
て
い
る
。
意
見

書
に
は
、
必
要
な
法
的
処
理
な
ど
の
課
題

を
示
す
ほ
か
、
市
民
後
見
人
へ
の
連
絡
調

整
な
ど
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
セ
ン
タ
ー

が
行
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
受
任
後
、

市
民
後
見
人
が
孤
立
し
な
い
で
活
動
で
き

る
よ
う
、
家
庭
裁
判
所
に
提
出
す
る
書
類

作
成
の
支
援
や
状
態
が
変
化
し
た
際
の
相

談
対
応
な
ど
、
セ
ン
タ
ー
が
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
市
民
後
見
人
の
担
い
手
と
な
る

後
見
支
援
員
に
つ
い
て
も
、
自
主
的
に
連

絡
会
が
組
織
さ
れ
、
横
の
つ
な
が
り
も
生

ま
れ
て
い
る
。
後
見
支
援
員
は
リ
タ
イ
ア

し
た
方
や
女
性
が
多
い
が
、
こ
れ
ま
で
社

協
に
は
関
わ
り
を
も
た
な
か
っ
た
方
が
多

く
、
こ
の
活
動
が
き
っ
か
け
と
な
り
新
た

な
地
域
福
祉
の
担
い
手
が
広
が
っ
て
い
る

と
い
え
る
。

成
年
後
見
制
度
へ
の
取
り
組
み
に

よ
る
可
能
性

　

成
年
後
見
へ
の
取
り
組
み
が
進
む
こ
と

で
、
市
社
協
が
実
施
す
る
日
常
生
活
自
立

支
援
事
業
に
つ
い
て
も
、
金
銭
管
理
の
支

援
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
利
用
者
本
位
の

視
点
か
ら
支
援
の
見
立
て
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
月
2
回
の
事

業
の
担
当
者
会
議
で
は
「
何
が
望
ま
し
い

サ
ー
ビ
ス
な
の
か
」
と
い
う
議
論
が
社
協

内
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　

今
後
の
取
り
組
み
を
進
め
る
う
え
で
、

古
川
氏
は
受
任
調
整
会
議
と
あ
わ
せ
て

「
権
利
擁
護
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」を
行

い
た
い
と
い
う
。「
ひ
き
こ
も
り
の
ケ
ー

ス
な
ど
、
多
機
関
が
連
携
し
な
い
と
わ
か

ら
な
い
課
題
や
、
支
え
ら
れ
な
い
ケ
ー
ス

も
あ
り
ま
す
。
早
い
段
階
で
、
方
向
づ
け

だ
け
で
も
多
機
関
で
課
題
整
理
・
検
討
す

る
た
め
の
場
を
、
参
加
も
広
く
募
り
な
が

ら
や
り
た
い
で
す
ね
」。
セ
ン
タ
ー
が
い

わ
ば
「
最
後
の
砦
」
と
思
っ
て
い
る
福
祉

関
係
者
も
お
り
、
少
し
で
も
早
く
支
援
に

つ
な
げ
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
を
検
討
し

て
い
る
。

苫小牧市（北海道）
北海道の中央部に広がる石狩低湿地帯の南端に位置する。紙・パルプ、自動車部品製造、石油産業などを有し、苫小牧港は全国第4位の貨物
量を取り扱う。ホッキ貝の水揚げは日本一を誇る。また、野鳥の聖域としてラムサール条約に登録されている「ウトナイ湖」や、ドーム型噴
火口で有名な三重式活火山の樽前山などがあり、豊かな自然環境に恵まれる。

市民後見人をめざす養成講座での演習のようす
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平
成
30
年
6
月
18
日
午
前
7
時
58
分
に
発

生
し
た
大
阪
北
部
地
震
。
豊
中
市
に
は
震
度

5
強
の
激
震
を
も
た
ら
し
た
。
豊
中
市
社
会

福
祉
協
議
会
（
以
下
、
市
社
協
）
の
地
震
へ

の
対
応
は
、
ま
さ
に
平
成
7
年
1
月
17
日
以

来
取
り
組
ん
で
き
た
市
社
協
の
地
域
の
見
守

り
活
動
の
真
価
が
問
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

日
頃
の
見
守
り
が
災
害
時
に
力
を
発
揮

　

市
社
協
は
午
前
8
時
17
分
に
豊
中
市
社
協

災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
小
学
校
区
単

位
で
民
生
委
員
、
校
区
福
祉
委
員
に
よ
る
見

守
り
の
依
頼
、
事
業
で
つ
な
が
っ
て
い
る
利
用

者
の
見
守
り
、
団
体
の
会
員
の
見
守
り
、
施
設

の
被
災
状
況
な
ど
豊
中
市
社
協
災
害
支
援
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
実
態
調
査
に
取
り
組
ん
だ
。

　

震
災
か
ら
72
時
間
は
、
生
命
を
守
る
時
間
。

タ
ン
ス
の
下
敷
き
の
人
は
い
な
い
か
。
ゴ
ミ

屋
敷
の
人
が
ゴ
ミ
に
埋
も
れ
て
は
い
な
い
か
。

ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。

支
援
拒
否
の
人
た
ち
が
ど
う
し
て
い
る
か
。

当
日
予
定
し
て
い
た
事
業
を
す
べ
て
中
止
ま

た
は
延
期
し
て
生
命
の
安
否
確
認
に
徹
し
た
。

ま
た
、
こ
の
日
発
送
を
予
定
し
て
い
た
市
内

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
の
代
表
を
集
め
て
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
話
し
合
う
マ
ン
シ
ョ

ン
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
案
内
に
、
急
遽
緊
急
ア

ン
ケ
ー
ト
を
同
封
し
て
発
送
し
た
。

　

こ
の
日
の
午
後
に
は
ほ
ぼ
全
地
域
か
ら
安

否
確
認
終
了
の
連
絡
が
入
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
半
壊
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
が
発
覚

し
た
。
並
行
し
て
、
避
難
所
に
は
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
の
担
当
者
を
派
遣
。
生
活
支
援

と
今
後
の
生
活
再
建
に
つ
い
て
同
意
書
を
取

り
支
援
を
始
め
た
。

　

ま
た
、
市
役
所
の
要
請
で
避
難
行
動
要
支

援
者
名
簿
を
も
と
に
安
否
確
認
を
開
始
し
た
。

安
否
確
認
の
実
態

　

豊
中
市
内
で
は
66
％
の
世
帯
が
集
合
住
宅

を
住
ま
い
と
し
て
い
る
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
は
震
度
4
以
上
の
揺
れ
で
止
ま

り
、
安
否
確
認
は
階
段
を
使
っ
た
壮
絶
な
取

り
組
み
と
な
っ
た
。

　

こ
の
日
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
誤
報
が
流
れ
た
。

「
こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
や
ば
い
」と
い
う
誤
報

は
た
ち
ま
ち
広
が
り
、
高
齢
者
が
若
者
た
ち

に
背
負
わ
れ
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
外
に
運
び
出

さ
れ
、
避
難
所
を
め
ざ
し
た
。
後
に
事
実
で

な
い
こ
と
が
わ
か
り
事
な
き
を
得
た
が
、
誤

報
の
訂
正
に
は
数
日
を
要
し
た
。

　

豊
中
市
で
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
17
万

世
帯
の
う
ち
1
万
5
0
0
0
世
帯
が
全
半
壊

し
た
。
仮
設
住
宅
で
は
孤
独
死
が
続
い
た
。

見
守
り
は
私
た
ち
に
と
っ
て
震
災
で
助
け
ら

れ
な
か
っ
た
人
た
ち
を
支
え
て
い
き
た
い
と

い
う
強
い
信
念
で
始
ま
り
、
小
地
域
福
祉

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
へ
と
発
展
し
た
。
平
成

14
年
か
ら
は
災
害
時
安
否

確
認
事
業
を
実
施
し
、
ひ

と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
要

介
護
状
態
の
高
齢
者
な
ど

を
中
心
と
し
た
名
簿
で
、

お
よ
そ
7
0
0
0
人
を
対

象
に
年
2
回
、
図
上
訓
練

と
実
地
訓
練
を
行
っ
て
き

た
。
こ
の
取
り
組
み
が
平

成
28
年
10
月
、
国
の
制
度

変
更
に
と
も
な
い
避
難
行

動
要
支
援
者
名
簿
へ
と
移

行
し
、
対
象
者
も
変
更
と
な
っ
た
。
避
難
行

動
要
支
援
者
は
市
が
把
握
し
て
い
る
介
護
保

険
の
要
支
援
、
要
介
護
の
人
た
ち
、
障
害
者

手
帳
を
も
ち
移
動
困
難
な
人
た
ち
で
、
対
象

者
は
一
気
に
1
万
5
0
0
0
人
と
倍
増
し
た
。

し
か
し
、
ひ
と
り
暮
ら
し
で
介
護
度
が
自
立

の
人
は
対
象
と
な
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
対
象
者
が
外
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
全
対
象
者
に
意
向
調
査

を
し
た
結
果
、
1
9
7
1
人
が
支
援
拒
否
、

4
6
1
5
人
が
未
回
答
と
な
り
、
1
割
は
亡

く
な
っ
て
い
た
り
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

今
回
は
、
午
前
中
に
こ
れ
ま
で
の
支
援
対

象
で
あ
っ
た
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
や
見
守

り
対
象
者
を
自
発
的
に
確
認
、
午
後
か
ら
は

避
難
行
動
要
支
援
者
（
支
援
拒
否
お
よ
び
未

回
答
者
も
含
む
）
の
見
守
り
を
実
施
し
た
。

　

次
号
で
は
、
見
守
り
を
通
じ
て
見
え
て
き

た
災
害
時
の
対
応
や
地
域
の
課
題
な
ど
に
つ

い
て
報
告
す
る
。

災
害
発
生

～
そ
の
と
き
、
社
協
は
こ
う
乗
り
越
え
た
～

連　載

第 7回

災
害
時
の
安
否
確
認
・
体
制
づ
く
り
を
ど
う
進
め
た
か

―
　 

大
阪
北
部
地
震
発
災
時
に
お
け
る
「
豊
中
市
社
会
福
祉
協
議

会
」
の
対
応
と
課
題
に
つ
い
て
①

 

豊
中
市
社
会
福
祉
協
議
会
　
福
祉
推
進
室
長
　
勝
部
　
麗
子

8時17分　豊中市社協災害対策本部設置

見守りの対象者

11000人　　　ひとり暮らし高齢者
　　　高齢者夫婦
8050問題等ローラーなどで把握

避難行動
要支援者名簿

　　15737人
内　同意者　9151人
　　拒否　　1971人
　　未返信　4615人

6070人
把握している人＋α

民生委員
ひとり暮らし
登録名簿

小地域福祉ネットワークでの把握
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　今号で『社協の質を向上させる 人
事・労務管理』が最終回を迎えまし
た。17 回にわたり連載していただ
きました綱川先生、ありがとうござ
いました。次号からは、新しい連載
がスタートします。お楽しみに！
　気づけば 2018 年も終わりを迎え
ます。ふとしたときに、携帯電話の

なかの写真を見ると、ついこの間の
ことに思われる思い出の写真が、日
付を見ると数か月前のもので驚くこ
とがあります。1 年が過ぎるのは
あっという間ですね。寒い日が続きま
すが、ご体調にお気をつけください。
　皆さま、よいお年をお迎えくださ
い。（森）

組織の中核的役割を担うために！
都道府県・指定都市社会福祉協議会中堅職員研修会

申し込み受付中

　中央福祉学院では、今後管理職になり得る中堅職員が
自らキャリアデザインを描き、社協職員としての高い志
と向上心をもって職務に取り組み続けることをめざし、
中堅職員研修会を開催します。

日　　時：2019 年 2 月 10 日（日）～12 日（火）
会　　場：�中央福祉学院「ロフォス湘南」 

（神奈川県三浦郡葉山町）
対　　象：�都道府県・指定都市社協にてチームリーダー

等の役割を担う中堅職員

定　　員：60 名程度
受　講　料：�20,600 円（税込） 

※交通費、宿泊費等は含まれません。
締　　切：2019 年 1 月 4 日（金）
　　　　　※�詳細は「社協の杜」または都道府県・指定

都市社協へ郵送でお送りする受講案内をご
覧ください。

問い合わせ先：全国社会福祉協議会　中央福祉学院
　　　　　　TEL 046-858-1355
　　　　　　（http://www.gakuin.gr.jp/）

全社協 地域福祉推進委員会
福祉救援活動資金援助制度への拠金のお願い

　全社協 地域福祉推進委員会では、災害ボランティア
センターの迅速な設置、初動体制づくりなど、災害発生
により被害を受けた地域において、都道府県・指定都市
社協が市区町村社協と連携して取り組む救援活動にかか
る費用の一部を支援することを目的として、福祉救援活
動資金制度を設けています。
　近年、各地で大規模災害が頻発するなかで、被災地の
社協では本制度による資金を活用いただいておりますが、
特に平成 30 年度においては、平成 30 年 7 月豪雨災害
や震災等が各地で発生したことにともない、すでに 13
道府県・指定都市社協に合計 870 万円の救援資金の送金
を行っています。その結果、平成 30 年 10 月末現在にお
ける資金残額はおよそ 300 万円と、十分な備えではない
状況にあります。
　こうした状況を踏まえ、本委員会では、緊急に拠金を
募ることといたしました。本件については、平成 30 年
11 月 14 日付・全社地発第 418 号にて、都道府県・指
定都市社協、市区町村社協にご依頼をしておりますが、
災害時における社協活動の一助となる本制度の安定的な
運営に向けて、拠金へのご理解・ご協力を賜わりますよ
うお願い申しあげます。
■拠金方法
・�市区町村社協：都道府県・指定都市社協まで送金くだ

さい。送金方法等については都道府県・指定都市社協
までご確認ください。

・�都道府県・指定都市社協は貴会分と市区町村社会協か
らの拠金をお取りまとめのうえ、全社協地域福祉推進
委員会に送金ください。

■拠金期日　平成 30 年度・31 年度の 2 か年（2018 年
11 月～2020 年 3 月末）
　送金締め切り期日は設けず随時受け付けいたしますが、
来たる大規模災害に備えた拠金という観点から、迅速な
送金にご協力ください。
■拠金額の目安について
　拠金目標額は、これまでの支出実績のおよそ 5 年分に
当たる 2,600 万円とします。1 口 10,000 円とし、1 社
協あたりの口数（拠金額）の目安は下表の通りです。
◎拠金の目安

区　分 口　数（拠金額）
都道府県・指定都市社協 3口（30,000 円）以上
人口5万人以上の市区社協 2口（20,000 円）以上
人口5万人未満の市区社協
および町村社協 1口（10,000 円）以上

■お問い合わせ先／事務局
全国社会福祉協議会　地域福祉部　TEL 03‒3581‒4655
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人とのご縁が一番

　福祉の道に入り仕事に携わって一筋、高校時代
の恩師からいただいたサムエル・ウルマン「青春
の詩」を座右の銘とし、人との「出会い（ご縁）」
を大事に、その巡り合いなくして現在はなかった
と思います。
　「社協マン」として、地域福祉という切り口か
ら「福祉のまちづくり」に取り組んできた歩みを
振り返ると、新たな時代の「地域共生社会」の実
現は、何も特別なことではなく、社協マンとして
長きにわたりめざしてきた道程の積み重ねだと考
えます。自然体で動き回っていた県社協時代、県
内はもちろん東海北陸ブロック、全国の仲間と地
域福祉を語り合った日々、顔が見える関係がいろ
んな場面で力となり、お互いに信頼される「絆」
を大切にしてきました。

社協職員としての志を

　現在は定年退職し、福井市内にある施設法人本
部事務局にて仕事をさせていただいていますが、
これも先代理事長とのご縁がきっかけです。社会
福祉法人としての立ち位置は同じですが、県社協
時代に培った「出会い（人脈）」は今でも大切に
しています。

　社協職員は全国津々浦々で活動しており、その
ネットワーク力は大変大きく、役割も重要な存在
です。全国の社協がそれぞれの実践を着実に展開
するためにも、地域からの信頼や支持が得られる
組織体にし、地域福祉の中核としての役割・機能
をしっかり発揮していただくことを期待していま
す。
　その鍵は、社協職員一人ひとりの「志」にある
と思います。

暮らしをまもり つながりをつくる

　建前で人を説得することはできません。理屈が
先行しないこと、世間の常識を踏まえ、自分自身
が「職場に誇りをもって汗をかく」「人情を大事
に行動する」ことが大切です。地域社会が人と人
を支え合う基盤だからこそ、多様性があり、教科
書通りに物事は動きません。社協マンも人間的な
幅を磨き、福祉を創った先人の熱い想いを伝える、
職員として与えてもらったこと（仕事）に対して
素直に感謝できるかどうかが、自分自身を深める
決め手になるのではないでしょうか。
　大いに地域の人々と語り合い、「地域共生社会」
の実現に向けた一翼をしっかり担う存在としてが
んばってもらいたい、と応援しています。
　もちろん「青春」の気持ちを忘れずに。

第 7 回

永
なが

松
まつ

　真
しん

氏　（元福井県社会福祉協議会　事務局長）

1977年、福井県社会福祉協議会入職。1997年に地域福祉課長・介護実習普及センター所長に就任。
2008年事務局次長（地域福祉担当）を経て 2010年から事務局次長兼総務企画課長、2013年から
2015年まで事務局長。2015年の定年退職後、社会福祉法人足羽福祉会・法人本部事務局長に就任。
仁愛大学人間生活部子ども教育学科・非常勤講師。

今号は、2015 年まで福井県社会福祉協議会で事務局長を務め、現在は社会福祉法人足羽福祉会の法人本部事
務局長を務め、また仁愛大学人間生活部子ども教育学科の非常勤講師としても活躍されている永松真さんから
ご寄稿をいただきました。
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